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Ⅲ 生きがいと活力に満ちた福祉社会の実現 

 

１ 子どもが健やかに生まれ育つことができる社会づくり 

（１）児童福祉 

 ア 児童福祉対策 

 児童福祉法では、全ての国民は、児童が心身共にすこやかに生まれかつ育成されるように努めること、

また全ての児童は、生活が保障され愛護されるべきであることを定めています。 

 このような考えのもと、将来の社会を担う児童を心身共に健全に育成するため、児童扶養手当制度等の活

用、児童相談・指導、施設整備等の対策が講じられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相 

談 

機 

関 

県 総 合 福 祉 相 談 所  

（障害・児童・女性相談） 

県健康福祉センター 

相談、判定、指導、助言、一時保護 
施設入所および里親委託措置 

児童委員、主任児童委員 

児
童
福
祉
施
設 

入

所

・

通

所

施

設  

①乳児院        ②児童養護施設  

③児童自立支援施設   ④知的障害児施設 

⑤肢体不自由児施設   ⑥重症心身障害児施設 

⑦知的障害児通園施設  ⑧盲ろうあ児施設 

⑨虚弱児施設      ⑩情緒障害児短期治療施設 

⑪助産施設       ⑫母子生活支援施設 

⑬保育所        ⑭里親 

手
当
制
度
等 

児童手当    ‥‥‥市町 小学校６年生までの児童を養育している方 

児童扶養手当  ‥‥‥市町 １８歳までの児童を養育しているひとり親 

特別児童扶養手当‥‥‥市町 ２０歳未満の障害児を監護している方 

障害児福祉手当 ‥‥‥市町 家庭で介護を受ける２０歳未満の重度の障害児の方 

障害者扶養共済制度‥‥‥県 障害児者を扶養している保護者が将来のため加入 

児童家庭支援センター 
（越前市・小浜市・あわら市内

の児童福祉施設に附置） 

相談、指導、助言、心理療法 
ショートスティ・トワイライトスティの要請 

児童福祉に関

する事業を行

なう福祉施設

で、子どもの

状態や目的に

よりいろんな

種類がある 

児童 

厚生 

施設 

県児童科学館（坂井市） 

児童館（市･町） 

児童センター 

児童に健全な遊びの場を与えて、

健康増進・情操を豊かにする 

市町保健センター 健康診査・保健指導・障害児療育指導 

市町地域子育て支援センター 

家庭での育児不安などについての相談援助・
指導、助言 
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イ 家庭児童相談 

 近年、少子化とともに核家族および共働き家庭の増加に加え、地域における連帯感の希薄化、家庭での養

育力の脆弱化、情報の氾濫等が進み、児童を取り巻く環境は一段と厳しくなっています。このような状況の

中で、育児不安や児童虐待、家庭崩壊等の問題が増加しています。 

 県健康福祉センターおよび市福祉事務所には、家庭における適正な児童の養育とその他児童福祉の向上を

図るため家庭相談員が配置され、相談に応じています。 

 各市町においては、要保護児童対策地域協議会が設置され、児童福祉担当課を中心に、県総合福祉相談

所、県健康福祉センター、市町保健センター、学校、保育所、民生児童委員等地域ぐるみで要保護児童の

予防・対応に当たっています。 

 

表１ 児童相談受付件数（種類別実件数） 

 平成19年度  福井県 

 
相談種別 

鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 18年度 19年度 

 児童虐待 3 7   5 15 232 227 

 
養護相談 その他 30 39    69 240 338 

 保健相談      0 122 126 

 肢体不自由 3     3 6 3 

 視聴覚障害  1    1 2 2 

 言語発達障害等 33     33 65 42 

 重症心身障害      0 10 4 

 知的障害  1    1 8 6 

 

障害相談 

自閉症等  1 1   2 10 11 

 虞犯行為等 3     3 3 9 

 
非行相談 触法行為等      0 0 3 

 性格行動 1    1 2 42 39 

 不登校 5 1    6 46 46 

 適性 1     1 14 37 

 

育成相談 

育児・しつけ 2 1    3 73 60 

 その他の相談 10 49 1 26  86 103 195 

 計 91 100 2 26 6 225 976 1148 

注）越前市の相談件数には「児童家庭支援センター」での相談件数を含まない。   （厚生労働省福祉行政報告例より） 

 

ウ 民生委員・児童委員の活動 

 民生委員・児童委員、主任児童委員は、知事の推薦を受けて厚生労働大臣から委嘱され、在宅の地域福

祉向上のため、区域の身近な福祉の相談役として関係機関と連携をとりながら活動しています。なお、民

生委員は、児童福祉法に基づき児童委員にも充てられています。 

各市町に、組織として「民生委員児童委員協議会」が設置され、各委員活動を支えて行くため、活動に

関する連絡・情報収集・研修等が行われています。 

また、主任児童委員は、児童福祉に関することを専門的に担当し、主として関係機関との連絡調整、区

域担当児童委員や民生委員児童委員協議会の事業計画・実施に関する援助等を行っています。 
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表２ 民生委員・児童委員の配置と活動状況                       平成19年度 

鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 計 

区分 民生 

委員 

主任

児童

委員 

民生 

委員 

主任

児童

委員 

民生

委員 

主任

児童

委員 

民生

委員 

主任

児童

委員 

民生

委員 

主任

児童

委員 

民生 

委員 

主任

児童

委員 

配置状況 111名 8名 160名 16名 15名 2名 48名 4名 66名 4名 400名 34名 

①在宅福祉 401 5 661 20 27 0 421 0 257 3 1,767 28 

②介護保険 80 1 171 4 5 0 29 0 125 0 410 5 

③健康・ 

保健医療 
197 15 375 8 11 0 54 6 107 1 744 30 

④子育て・ 

母子保健 
109 12 250 103 13 1 37 14 56 41 465 171 

⑤子供の 

地域生活 
1,179 285 1,331 380 21 8 239 20 109 47 2,879 740 

⑥子供の教育 

・学校生活 
133 11 396 201 11 12 130 21 251 147 921 392 

⑦生活費 92 1 190 10 6 2 74 38 145 6 507 57 

⑧年金・保険 34 1 80 0 5 0 28 0 118 0 265 1 

⑨仕事 60 0 77 0 6 0 0 0 48 4 191 4 

⑩家族関係 50 5 121 2 14 0 25 16 68 9 278 32 

⑪住居 80 1 101 0 5 0 24 0 14 0 224 1 

⑫生活環境 85 2 243 0 8 0 68 17 36 0 440 19 

⑬日常的な支援 1,045 18 1,464 33 60 0 576 0 157 3 3,302 54 

⑭その他 799 23 1,806 102 56 0 387 4 251 16 3,299 145 

内
容
別 

相
談
・
支
援
件
数 

計 4,344 380 7,266 863 248 23 2,092 136 1,742 277 15,692 1,679 

①高齢者に 

関すること 
2,025 55 3,750 70 185 0 831 3 925 3 7,716 131 

②障害者に 

関すること 
153 0 387 5 20 0 149 2 181 7 890 14 

③子どもに 

関すること 
1,623 309 2,045 698 32 23 882 125 467 253 5,049 1,408 

④その他 543 16 1,084 90 11 0 230 6 169 14 2,037 126 

分
野
別
相
談
・
支
援
件
数 

計 4,344 380 7,266 863 248 23 2,092 136 1,742 277 15,692 1,679 

①調査・ 

実態把握 
1,162 38 2,067 118 66 1 1,517 3 587 32 5,399 192 

②行事・事業 

・会議への 

参加協力 

3,258 328 5,403 465 258 64 1,362 154 707 82 10,988 1,093 

③地域福祉活動 

・自主活動 
4,827 540 9,122 863 142 9 1,843 363 629 115 16,563 1,890 

④民児協運営 

・研修 
3,099 283 3,975 347 188 5 715 50 930 133 8,907 818 

⑤証明事務 193 5 648 8 7 0 227 3 147 0 1,222 16 

そ
の
他
の
活
動
件
数 

⑥要保護児童 

の発見の 

通告・仲介 

64 0 71 8 4 0 28 0 97 0 264 8 

訪問・ 

連絡活動 
20,635 746 16,437 192 1,299 33 4,087 106 2,284 72 44,742 1,149 訪問

回数 
その他 8,262 237 6,547 122 356 0 1,940 16 645 5 17,750 380 

委員相互 4,870 265 5,966 552 210 35 600 51 842 510 12,488 1,413 連絡

調整

回数 
その他の 

関係機関 
3,245 485 4,059 318 178 33 917 25 464 103 8,863 964 

活動日数 17,908 1,251 22,305 1,833 1,367 78 6,157 696 4,471 381 52,208 4,239 
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エ 子育てマイスター 

福井県では、保育・医療・看護・保健など子育てに関する資格を有し、地域において自主的・積極的に

子育てに関するアドバイスや社会貢献活動ができる方を「子育てマイスター」として募集登録し、子育て

中の親が、子育てに関する疑問や悩みを地域で気軽に相談できる体制を整備しています。 

 

表３ 子育てマイスター登録数                           H20.4.1現在 
 

資格 
鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 

管内計 福井県 

医師・薬剤師・看護師・保健師・

助産師・教諭・保育士・栄養士・

社会福祉士・歯科衛生士・言語聴

覚士等 

42 34 5 4 40 125名 450名 

 

オ 児童虐待防止研修 

児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応等を目的とし、主任児童委員・保育士・小学校教諭等を対象

として研修会を実施しました。 

 

表４ 子育てマイスター・児童虐待防止専門研修会の開催 

日時・会場 内容 講師 参加者（全体） 

 

平成19年6月29日 

13時30分～15時30分 

福井県生活学習館 

多目的ホール 

 

嶺北地区 全体研修 

「子ども虐待の 

予防・発見・防止」 

（自らは支援を求めない 

親にこそ支援を） 

 

東大阪市保健所長 

佐藤 拓代 氏 

 

主任児童委員 16（39） 

保育所幼稚園 34（85） 

小学校    15（32） 

市町職員    4（13） 

県職員    12（32） 

計81名（201名） 

 

 

平成19年11月26日 

13時30分～15時30分 

越前市福祉健康ｾﾝﾀｰ 

 

①講義 

「児童虐待防止法の改正、 

ネットワークについて」 

②ロールプレイ 

「子ども虐待防止のための 

具体的な支援について」 

（保護者との面接場面に 

おけるロールプレー演習） 

 

① 

児童虐待防止協会

（奈良文化女子短

期大学福祉学科） 

専任講師 

石田 雅弘 氏 

 

 

主任児童委員   8 

教育相談員    1 

人権擁護委員   4 

小学校教諭    4 

幼稚園教諭    2 

保育所保育士   24 

子育てマイスター 8 

市町職員     4  

県職員      13 

計68名 

 

 



 - 15 - 

カ 児童福祉施設 

 児童を健全に育成するためには、親子のふれあいの場である家族が健全であると同時に、児童の人間関係

を育てる場として、地域の保育所や児童館等の果たす役割は大切です。 

 保育所は、女性の社会進出が進むとともに就業形態も多様化してきている中で、子育てと仕事の両立を支

援し、家庭・地域の養育機能を補完する施設として、ますます重要になってきています。 

 地域子育て支援センターは、地域の子育て家庭の育児不安等に対する相談指導を行う拠点として子育てを

支援しています。 

 児童館は、かぎっ子への遊び場の提供にとどまらず、児童の健康の増進と情操を豊かにする健全育成を

目的として設置されたものであり、地域の母親クラブや子ども会活動の拠点として、ますます積極的な活

用が期待されています。 

 身体的・精神的・家庭的な事情で保護を要する児童に対しては、下記の児童福祉施設等に保護し、自立

に向けた支援を行っています。 
 

表５ 児童福祉施設の入所・通所状況                       H20.3.31現在 

区分 施設名 所在地 定員 鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 合 計 

済生会乳児院 福井市 23 2 7    9 
乳児院 

白梅学園(乳児院) 敦賀市 9 1     1 

福井市ふれ愛園 福井市 40 1 3    4 

越前市進修学園 越前市 40 1 17 2 1  21 

吉江学園 鯖江市 40 3     3 

偕生慈童苑 大野市 50 1 3    4 

児童養護 
施  設 

白梅学園(晴喜館) 敦賀市 50 1   1  2 

足羽学園 福井市 30 2 4    6 知的障害 

児施設 南川福祉学園 小浜市 30  1    1 

福井病院 敦賀市 120 8 5  1 1 15 重症心身障 

害児病棟 あわら病院 あわら市 80 6 5  1 1 13 
つくし園 
(入所) 

福井市 50  1  1 1 3 セ
ン
タ
ー 

こ
ど
も
療
育 

つくし園 
(通所) 

福井市 30 5 2   1 8 

医王病院 金沢市 －  1    1 

肢体不自由

施設 

宇多野病院 京都市 －      0 

難聴幼児 

通園施設 

小児療育センター 

ひばり園（通所） 
福井市 30 7 4    11 

和敬学園 福井市 45 1     1 

石川県立児童生活 

指導センター 
石川県 －      0 

国立きぬ川学院 栃木県 －      0 

児童自立 

支援施設 

国立武蔵野学院 埼玉県 －      0 

里親 里親委託 県内 －  2    2 

合   計 39 55 2 5 4 105人 

保育所 保育所 
定員 

施設数 
2,135 

22 
2,455 

24 
80 
1 

450 
6 

975 
14 

6,095 
67施設 

児童厚生 
施設 

児童館 16 11 1 4 7 39施設 

児童家庭支援センター  1    １施設 

地域子育て支援センター 1 ３ 1 1 5 11施設 

 


